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１．「倫理規則」の定期総会承認 

2019年７月22日に開催された定期総会において、「倫理規則の一部変更案」が承認さ

れましたのでお知らせいたします。また、2019年３月29日に公表しておりました「「倫

理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改

正について」のうち、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈

指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提とし

て公表しておりましたが、今般の承認をもって全て確定版となりましたので、併せてお

知らせいたします。 

 

２．会則の改正に伴う「独立性に関する指針」等の改正 

日本公認会計士協会（倫理委員会）では、2019年７月22日の定期総会において会則が

全面改正されたことに伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」、「違法行

為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」において会則を参照して

いる箇所の条文番号の見直しを行い、2019年９月17日付けで改正を行いましたので、公

表いたします。 
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